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（８） 交付金の使途 

  平成２６年度は、集落協定への交付金のうち５６％（約１４億５千万円）が

 集落共同取組活動へ充当され、残り４４％（約１１億３千万円）が参加農家に

 対象面積割等で配分されている。（図２２） 

  協定ごとの共同取組活動への充当割合を見ると、８割以上の集落で交付金の

 ５０％以上を共同活動に充当しており、交付金の５０％以上６０％未満を共同

 活動に充当している集落が全体の６割以上（８４７件）を占める。 

  ６０％を超えて共同活動に充当した協定が２７５協定（２０％）あり、うち １

８５協定（１３％）は交付金の全てを共同活動に充てている。（図２３） 
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図２２．交付金の共同活動充当割合
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図２３．交付金の共同活動充当割合別集落協定数


